
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年４月２１日  製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

フットバス 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 足部のマッサージ前に、バイブレーション機能及び採暖用ヒーターを内蔵した電

動式リクライニングシートに座った状態で、足部を温水又は水による噴流洗浄する

バスである。 

 

 

○構造、仕様、意匠 

 総体外観寸法等：幅７５０×長さ１，６５０×高さ１，０２５㎜、５０ｋｇ 

 定 格：１２０Ｖ、６０Ｈｚ、１.８ｋＷ（椅子＋バス） 

 

 

○主な使用者、販売先 

エステサロン、リゾートホテル等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 椅子部は、特定電気用品中、電動力応用機械器具の「電気マッサージ器」として

取り扱う。 

 バス部は、特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「その他の理

容用電動力応用機械器具」として取り扱う。 

 

（理由） 

 電動式リクライニングシート部（椅子部）は、バイブレーション機能を有してい

ることから、「電気マッサージ器」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 バス部は、噴流洗浄が主目的であることから、「その他の理容用電動力応用機械

器具」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 本製品は、椅子部とバス部が構造上独立していることから、「電気マッサージ器」

と「その他の理容用電動力応用機械器具」との２つの電気用品の複合品として取り

扱う。 

 

 


